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申請の流れ

公募期間は、令和８年２月27日（金）から４月２日（木）12:00までとなります。
その間に
①事業者登録を行い、②公募申請にて各様式の作成・提出を行ってください。

４月２日（木）12:00までに①②の全てが対応済みになっていないと申請と判定されません。

申請は、余裕をもって行っていただきますようお願いいたします。
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公募期間

２月27日 ４月２日

① 事業者登録
P.4 へ

② 公募申請
P.18 へ

様式 提出書類 提出方法

様式１ 事業計画書
申請ページより
Webフォームで直接入力して提出

様式２ 費用積算書
申請ページより
Webフォームで直接入力して提出

様式３ 事業実施スケジュール
申請ページより
Webフォームで直接入力して提出

様式４ 事業概要
申請ページより
PowerPoint形式でアップロードして提出

様式５ 連携先の同意書
申請ページより
PDF形式でアップロードして提出

プレゼン動画
申請ページより
動画提出用リンクに遷移し提出

財務諸表等
申請ページより
PDF形式でアップロードして提出

観光コンテンツタリフ等
申請ページより
PDF形式でアップロードして提出



1. 事業者登録

4



ドメイン指定受信をご確認下さい。

認証メールは、ご利用のメールアドレス/メールソフトに

よって、迷惑メールとして受信される可能性があります。

メールが届かない場合は、迷惑メールの除外リストに

「noreply@biz.juyobunsan.go.jp」および

「 @biz.juyobunsan.go.jp 」を追加してください。

メールが届かない場合…

［申請手続きの案内メール］

事業者登録 -アカウント発行-

1

オンライン事業者登録画面でメールアドレスを入力し、

クッキー利用に同意のうえ、

「認証メールを送る」をクリックします。

2

メール認証画面に表示が変更され、入力した

メールアドレス宛に[申請手続きの案内メール]が

送信されます。

3

事業サイトから事業者登録へ

メールアドレスの入力

認証メールの送信

事業サイト（https://juyobunsan.go.jp/）

TOP画面にある「新規登録」ボタンをクリックします。
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入力内容に誤りがある場合は、エ
ラーメッセージが表示されます。
入力内容をご確認・修正の上、再度
【内容確認】ボタンをクリックして
ください。

事業者登録 -アカウント発行-

メール本文に記載されている「◆申請手続きURL」を

クリックすると、右の画面に遷移します。

必要な情報を入力し、画面最下部の【内容確認】を

クリックしてください。

4 事業者情報の登録
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［登録完了メール］

事業者登録 -アカウント発行-

入力した内容の確認画面が表示されます。

内容に誤りがない場合は「登録する」ボタンを

クリックしてください。

5

登録が完了すると、以下のメールが送信されます。

メール本文に記載の申請ページ情報から、

申請ページへログインください。

6

入力内容の確認

事業者登録完了
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申請ページのログイン方法

1 メールに記載のURL又は事業サイトからログイン1

事業者登録時に届いた、[申請ページ登録完了の
お知らせ]メールに記載されているURLから、申請
ページへログインします。
メールに記載されている「申請コード」「アカウ

ント」は、ログイン時に使用しますので、必ず保
管してください。
申請コードやアカウントは事業開始後も利用しま

すので、紛失しないように管理してください。

[申請ページ登録完了のお知らせメール]

※事業サイトからも、申請ページにログイン可能です。

申請コード、アカウント、パスワードを入力2

メール記載の「申請コード」「アカウン
ト」を入力し、事業者登録時に設定したパ
スワードを入力してログインします。

※申請コードは「N＋7桁の数字」の番号
です。

✓ メールに記載のURL又は事業サイトから申請ページにログインできます。
✓ ログインする際は2段階認証が必要です。
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※このメールはシステムからの自動送信です。

■認証コード：999999

※ログインした心当たりがない場合、ログインアカウントが不正に利用された可能性があります。
パスワードを再設定してください。
※有効期限は、1段階目のログインを行ってから30分間です。
※有効期限が切れた場合は、お手数ですが再度はじめからログインを行ってください。
※このメールは、送信専用メールアドレスから配信されています。

申請ページのログイン方法

1 認証コードを入力3

申請ページでは、不正ログイン防止セキュリティ
対策として2段階認証を実施しています。
登録したメールアドレスに「2段階認証コード通

知」が届きますので、記載された「認証コード」
を入力してログインしてください。

[2段階認証コード通知メール]
※迷惑メールに振り分けられる場合があります。
ご注意ください。

※メールが届かない場合は事務局へご連絡ください。
※認証コードの有効期限は30分です。

ログイン完了4

認証が完了すると申請ページにログインできます。
「公募申請 提出はこちら」から申請を行ってくださ

い。

※公募申請については、P.18以降をご参照ください。
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1

ログイン時パスワード変更を依頼する

パスワード再設定1

ログイン画面からから[パスワードを忘れた方は
こちら]をクリックします。

パスワード再設定依頼2

申請コード・アカウント・登録済メールアドレス
を入力し「送信」ボタンをクリックしてください。

パスワード変更依頼メールの確認3

「パスワード変更手続きについてのメールを送信
しました」という画面が表示されますので、メー
ルをご確認ください。

パスワードをお忘れの場合
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1 メールを確認する4

パスワード変更依頼メールに記載された
URL にアクセスしてください。

パスワード再設定5

メールに記載されている仮パスワードと、
新しく設定するパスワードを入力し、「登録」

ボタンをクリックしてください。

パスワード変更完了6

トップページで「パスワードを変更しまし
た。」と表示されたら、パスワード変更は完了
です。

パスワードをお忘れの場合
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［パスワード変更受付メール］



✓ 申請ページでは、画面上部の「タブメニュー」をクリックすることで、利用したい機能のページに
移動できます。

✓ タブメニューは進捗フェーズに応じて随時追加・削除されます。

1

申請ページ上部の「タブメニュー」から各種機能を選択する

「タブメニュー」から機能を選択1

申請ページ上部のタブメニューから、利用したい
機能を選択します。
クリックすると、該当ページへ移動します。

タブメニュー 分岐メニュー ページ概要

TOP - 申請ページのトップページ

事業者情報

閲覧 登録した基本情報を確認できます

編集 登録した基本情報を編集できます

ユーザ管理
メインアカウント（親）ユーザが、サブアカウント（子）を追
加できます

パスワード変更 - ログインパスワードを変更できます

【各タブメニューと遷移先ページの概要説明】

TOPページについて
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1

お知らせを確認

お知らせ一覧への遷移1

TOPページ上部の「お知らせ一覧へ」ボタンを
クリックします。
お知らせの一覧ページが表示されます。

「お知らせ」内容の確認2

事務局からのお知らせを一覧で確認できます。
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✓ お知らせページでは、事務局からの連絡を確認できます。

お知らせページ



1

事業者情報を変更する

事業者情報タブの「編集」ページへの遷移1

メインアカウントでログインしたユーザが、「事
業者情報」タブの「編集」をクリックします。

※ 事前に行った事業者登録の「担当者」がメイン
アカウントとなります。

情報の編集・登録2

変更したい内容を編集編集し、「内容確認」をクリック
して内容を確認します。
問題がなければ「登録」ボタンをクリックしてください。
登録が完了すると、メール通知が送信されます。

担当者が変わる際の注意点3

本システムではログイン時に、登録済みメールア
ドレスを用いた認証が必要です。
そのため、担当者の異動などで変更が生じた場合

は、必ず担当者名とメールアドレスを更新し、申
請コード等のログイン情報を適切に引き継いでく
ださい。
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✓ 登録した事業者情報は随時変更が可能です。
✓ 担当者変更が生じる場合は、担当者名とメールアドレスの変更と、申請コード等のログイン情報の

引継ぎを忘れないようにしてください。

担当者などの事業者情報変更



サブアカウントを追加する

1 「ユーザ管理」ページに遷移1

メインアカウントでログインし、「事業者情報」
タブの「ユーザ管理」をクリックしてください。

「新規登録」をクリック2

サブアカウントを作成するため、「新規登録」ボ
タンをクリックしてください。

サブアカウントのログイン情報を入力3

以下の点に注意して入力してください。
メインアカウントのアカウント名やパスワード、

氏名やメールアドレスは入力しないでください。

a. アカウント：「サブアカウント」のアカウント
を任意設定することができます。英数字＆記号
（「-」「+」「_」「.」「@」のみ）4文字以上
で入力してください。

b. ログインパスワード：「サブアカウント」のロ
グインパスワードを任意で決定し、入力してく
ださい。

c. 氏名：サブアカウントを利用する人の氏名を入
力してください。

d. メールアドレス：サブアカウントを利用する人
のメールアドレスを入力してください。

e. 新規登録時にはチェックなしでご登録ください。

入力後、「内容確認」をクリックしてください。

a

b

c

d

✓ メインアカウントには、様式の編集・閲覧ができるサブアカウントを付与する機能があります。
✓ 必要に応じてメンバーごとにサブアカウントを作成してください。

サブアカウントの追加
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1 サブアカウントを登録4

入力したサブアカウント情報に誤りがなければ、
「登録」ボタンをクリックしてください。

アカウント名やパスワード等のログイン情報は、第三者に知られないように厳重に管理してください。
担当者が同じ人物であっても申請が異なる場合は、それぞれの申請ページにログインする必要があります。
申請をまたいで情報を閲覧することはできません。

メインアカウントはサブアカウントを随時追加、削除が可能です。
サブアカウントの追加・削除等の管理権限は、メインアカウントのみが持ちます。

サブアカウント追加完了5

サブアカウントが作成されました。
事業を一緒に実施するメンバーにアカウント名
やパスワードを共有することで、サブアカウント
からログインができるようになります。
なお、サブアカウント登録時に、サブアカウント
に対して通知メールは送信されません。
登録内容については、事業者登録の担当者様より

共有をお願いいたします。

サブアカウントの追加
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サブアカウント編集

作成したアカウントは編集が可能です。

ログイン失敗によりサブアカウントがロックされた場合、
メインアカウントの担当者のみロックを解除できます。
編集画面から「解除する」ボタンをクリックしてください。

このアカウントを削除する場合は、該当項目にチェックを
いれてください。
削除済みアカウントを復活させる場合はチェックを外して

ください。
（※一覧画面で「削除」にチェックをし検索すると、
削除したアカウントが表示されます。）

6

ログインアカウント
メインアカウントの

編集
サブアカウントの
追加・編集・削除

メインアカウント 〇 〇

サブアカウント × ×



1

ログイン後パスワードを変更する

パスワード変更タブをクリックする1

申請ページのタブメニューから「パスワード変
更」タブをクリックします。

新しいパスワードを登録する2

現行パスワードを入力し、新しく設定するパス
ワードを入力します。
入力後「登録」ボタンをクリックしてください。

パスワードの変更完了3

トップページで「パスワードを変更しました。」
と表示されたら、変更は完了です。

✓ 申請ページへのログインに使うパスワードは変更が可能です。必要に応じて変更手続きを行ってく
ださい。

パスワード変更
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2. 公募申請
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公募申請方法

1 公募申請 提出1

公募申請一覧2

「公募申請一覧」では、各様式のステータス確
認、内容入力、提出、閲覧、印刷などを行うこ
とができます。

✓ メールに記載のURL又は事業サイトから申請ページにログインできます。
✓ ログインする際は2段階認証が必要です。

「公募申請」 ボタンをクリックし、続いて
「申請開始」 ボタンをクリックしてください。
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公募申請方法

1 一覧の見方
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各様式におきましては、一度提出すると修正できませんので
内容に間違いがないかご確認の上ご提出ください。

①申請状態：公募申請全体のステータス

②各様式（1〜5）のステータス

③「提出はこちら」：提出画面へ遷移

④「閲覧」：提出内容を参照

⑤「印刷」：提出内容の印刷

⑥提出に必要なテンプレートのダウンロード

1

2

3

4 5

ステータス 状態

申請中 様式１～５のいずれかが未提出の状態

申請完了 様式１～５すべての提出が完了している状態

差替中 様式１～５のいずれかが差替の状態

採択済 採択された状態

ステータス 状態

未提出 初期状態

一時保存 一時保存状態

提出済 提出が完了した状態

差替 提出後、様式の差替が発生した状態 ※再提出が必要になります

6



様式１ 事業計画書

1 提出１

事業計画書 内容入力２

類型を選択し、事業名を入力します。

入力欄はタブで分類されていますので、それぞれ必要事項を入力してください。
入力途中の場合は 「一時保存」 ボタンをクリックし、途中保存してください。
※提出状態にはなりません。

「提出はこちら」をクリックしてください。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

提出内容を確認する（エラーあり）３

提出する場合、「提出内容を確認する」ボタンをクリックします。
入力内容のチェックが行われ、エラーがある場合は画面上部にメッセージが表示されます。
内容を確認し、エラーを解消したうえで再度提出してください。
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様式１ 事業計画書

1 提出内容を確認する（エラーなし）４

事業計画書 提出５

内容を確認し、問題がなければ 「提出す
る」 ボタンをクリックしてください。

エラーがない場合、内容確認画面に遷移します。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

提出完了６

ステータス確認７

提出後、ステータスが 「提出済」 となり、
「提出はこちら」ボタンは非表示になります。

提出内容を確認したい場合は、「閲覧」ボタン
から確認できます。

「提出が完了しました。」と表示されたら、
提出完了です。
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様式２ 費用積算書

1 提出1

費用積算書 内容入力2

①[類型]は様式１で選択された類型が
表示されます。
様式２は様式１の提出が完了していないと、
提出をすることができません。

②「入力行を追加」をクリックし、費用を
入力してください。

③ 「費用積算書マニュアル」の費目に
応じた注意点をご確認の上、
「費目に応じた注意点を確認した」の
「はい」にチェックを入れてください。

④「単価」「数量」を入力すると「費用総額」が
自動計算されます。

⑤ 「費用総額」 が「補助対象経費」＋
「補助対象外経費」と一致しない場合、
「金額チェック」が「NG」となり提出時にエラーとなります。

⑥入力した金額が条件を満たしていない場合も、
「金額チェック」が「NG」となり提出時にエラーとなります。

「提出はこちら」をクリックしてください。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

一時保存又は提出3

状況に応じて「一時保存」又は「提出内容を確
認する」をクリックしてください。
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１

２
３ ４ ５

６

提出にあたっては「費用積算書マニュアル」をご参照ください。



様式３ 事業実施スケジュール

1 提出1

スケジュール 内容入力2

① 記載されている固定スケジュールの
内容と開始予定日と終了予定日を
入力します。

② 追加のスケジュールがある場合は、
[入力行を追加]ボタンをクリックし、
行を追加してください。
内容と開始予定日と終了予定日を
入力します。

「提出はこちら」をクリックしてください。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

一時保存又は提出3

状況に応じて「一時保存」又は「提出内容を
確認する」をクリックしてください。

24

※スケジュールは事業の採択通知以降、本事業期間中に実施する取組を洗い出すとともに、事業期間
終了後、さらに3年間程度の主な取組について記載してください。
※事業の交付決定は6月下旬頃を予定しています。その後交付決定まで数週間の経費審査を要します。
こうした点を考慮し、無理のないスケジュールを作成してください。
※様式１及び様式２の記載事項との整合性が確認できるものとなるように作成してください。
※本事業実施スケジュールは、事業の採択時の参考とするために作成いただくものとなります。事業
が採択された場合であっても、事業の趣旨・目的等を踏まえて精査し、必要に応じて修正していただ
く可能性があります。
※欄が足りない場合は追加しても構いません。
※その他の留意点等については、公募要領を参照してください。

１２



様式４ 事業概要

1 事前準備1

事業概要 内容入力2

ダウンロードしたファイルを開き、内容を記載し
保存します。

「該当ファイルはこちら」をクリックし、提出用の
ファイルのテンプレートをダウンロードしてください。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

提出3

ファイルの準備ができたら、[提出はこちら]ボタン
をクリックしてください。

[youshiki4.pptx]

ファイル選択4

[ファイルを選択]ボタンをクリックし、保存
したファイルを選択します。

25

ページ数は増やさず、１枚のみで作成してください。

ページ欄外の注意書きを確認し記載してください。



様式４ 事業概要

1 ファイルの追加5

ファイル追加 完了6

ファイルの添付完了メッセージが表示され
ますので、「OK」 ボタンをクリックしてく
ださい。

ファイルが間違いないことを確認し、[追加]
ボタンをクリックしてください。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

一時保存又は提出7

状況に応じて「一時保存」又は「提出内容を確
認する」をクリックしてください。

26

ファイルのページ数が１枚であることを
確認してください。



様式５ 連携先の同意書

1 様式１の提出1

事前準備 同意書の用意2

「該当ファイルはこちら」をクリックし、提出用テンプレートを
ダウンロードしてください。
対象連携先分の同意記載済ファイルをご用意ください。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

提出3

ファイルの準備ができたら、[提出はこちら]ボタンをクリックして
ください。

ファイル選択4

[ファイルを選択]ボタンをクリックし、保存
したファイルを選択してください。

様式５の提出は、様式１の提出が必要となります。
様式１の「連携先」分の同意書の提出が必要となりますので、
様式１を提出の上、対象の連携先をご確認ください。

ファイルはPDFとして保存してください。

27

提出可能なのは PDFファイルのみ です。
Excel形式（.xlsx）は受け付けられませんので
PDF形式へ変換してから提出してください。



様式５ 連携先の同意書

1 ファイルの追加5

ファイル追加 完了6

ファイルの添付完了メッセージが表示され
ますので、「OK」 ボタンをクリックしてく
ださい。

ファイルが正しいことを確認し、「追加」 ボ
タンをクリックしてください。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

一時保存又は提出7

状況に応じて 「一時保存」 又は 「提出内容を
確認する」 をクリックしてください。

28



プレゼン動画

1 提出1

プレゼン動画提出画面へ遷移2

リンクをクリックすると、動画提出用ペー
ジに遷移します。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

ファイルの準備ができたら、[提出はこちら]ボタンをクリック
してください。

29



プレゼン動画提出（別システム）

1 動画情報入力3

公募申請ページのリンクをクリックし、プレゼン動
画申請ページにアクセスして、下記の１～４を入力
後、動画ファイルをアップロードしてください。

１．提出日選択
２．申請コード（Nから始まる8桁）入力
３．貴団体名（実施主体の正式名称）入力
４．メールアドレス入力
５．動画ファイルをアップロード

30

提出4

動画ファイルがアップロードされたら、右下の送信
をクリックしてください。
その後、「ファイルを正常に送信しました。」と表
示されれば、申請完了です。
・送信確認のメール等はお送りいたしません。ご了
承くださいませ。
・アップロードした動画ファイルは閲覧、修正、削
除はできません。

申請書類の修正をご希望の際には、４月２日
（木）12時までにお願いいたします。

動画のアップロードは完了ですが、提出処理を行うまでは完了ではあり
ません。引き続き申請ページにて処理を続けてください。



プレゼン動画

プレゼン動画のアップロード完了5

動画のアップロードが完了したら、
申請ページにて「動画を提出しました」

にチェックを入れ、「提出内容を確認す
る」 をクリックしてください。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

31



① 様式１の「実施主体の分類」が「任意団体」以外

「財務諸表及び事業報告書」をアップロードの上、
提出を行ってください。

 

② 様式１の「実施主体の分類」が「任意団体」

法人格を有しない団体は、次の４つの要件を満たすことを確認できる規約等を提出してください。
・定款に類する規約等を有すること
・団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること
・自ら経理し、監査する会計組織を有すること
・活動の本拠となる事務所等を有すること

※申請する実施主体の直近過去3年分の
財務諸表・事業報告書を提出してください。

※事業年度が1か年しか経過していない場合等は、
提出できる範囲で提出してください。
また、類似書類等の追加提出を求める場合があります。

※地方公共団体が申請する場合は提出不要です。

財務諸表等

1 様式１の提出1

提出2

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

32

財務諸表等の提出には、先に様式１の提出が必要です。
様式１の「実施主体の分類」が「地方公共団体」の場合は、
提出不要となります。
必要な提出書類は、 「実施主体の分類」によって異なります。

２

１



観光コンテンツタリフ等

1 様式１の提出1

提出2

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。
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観光コンテンツタリフの提出には、先に様式１の提出が必要です。
様式１の「類型」で 「品質向上型」 を選択した場合は、
提出が必要になります。
その他の類型は、提出不要となります。

「観光コンテンツタリフ等」と「注文票又は年間販売実
績管理表又はキャプチャー等」をアップロードの上、
「提出内容を確認する」をクリックしてください。

※本事業で改善等を行う観光コンテンツについて、
そのベースとなる既存商品の観光コンテンツタリフ

（コンテンツ名称、内容、料金、催行期間、
最小催行人数、予約方法、キャンセルポリシーなど、
販売に必要な詳細情報が記載）をご提出ください。

① 「観光コンテンツタリフ等」
「観光コンテンツタリフ等」をアップロードの上、
提出を行ってください。

 

②注文票又は年間販売実績管理表又はキャプチャー等
「注文票又は年間販売実績管理表又は

キャプチャー等」をアップロードの上、
提出を行ってください。

※本事業で改善等をおこなうベースとなる既存商品の
直近３年間における販売実績を示す資料として、
注文票、年間販売実績管理表、または販売実績が
記載されたサイトのキャプチャーのいずれかを
ご提出ください。

２

１



事業申請 提出完了のお知らせ

※このメールはシステムからの自動送信です。

事業申請の提出が完了しました。

事業者名称:【テスト】デモ事業者
申請コード:N9999999
アカウント:N9999999
事業名:○○事業
類型:新創出型

提出完了

全様式提出完了1

提出完了メール2

ステータスの変更と同時に、提出完了の
メールが送信されますので内容をご確認くだ
さい。

全ての様式の提出が完了すると全体ステータ
スが「申請完了」に変更されます。

これで公募申請の提出は完了となります。

34

［提出完了メール］



入力途中の情報や、提出した情報を印刷する

「印刷する」をクリック2

印刷したい内容が表示されます。
画面右下の 「印刷する」 ボタンをクリック
します。

※印刷が可能なのは「様式１」 「様式２」 「様
式３」です。

✓ 作成中、提出済みの様式データは印刷することが可能です。内容を詳しく確認したい場合などにご
利用ください。

✓ 申請ページの「公募申請一覧」から、印刷したい様式を選択します。

1 「公募申請」にて「印刷」をクリック1

作成中・提出済みのデータは、pdfで印刷するこ
とが可能です。
入力内容を紙面で確認したり、関係者と内容を共

有したりする際に活用してください。
印刷したい様式資料の「印刷」ボタンをクリック

します。

印刷方法

35

プリンターを選択3

ブラウザの印刷画面が表示されますので、利
用するプリンターを選択してください。
PDFで保存したい場合は、「PDFに保存」 を選

択してください。

※ご利用のOSやブラウザにより、表示内容や
仕様が異なる場合があります。



3. 採択通知

36



審査結果通知および個人情報提供における同
意

2

採択結果と個人情報提供における同意事項をご確
認いただき、問題なければ
「採択結果を確認し、上記に同意します。」をク

リックしてください。

✓ メールで、事務局より「採択」の連絡を受け取ったら、下記の対応を進めてください。

1 審査結果を確認1

TOP画面にある「審査結果」ボタンをクリッ
クしてください。

審査結果確認と個人情報共有の同意

37

ポップアップを確認する3

続けて、ポップアップが表示されるので、
「OK」をクリックしてください。

交付申請ボタンの表示を確認する

メインページに「交付申請ボタン」が表示さ
れたことを確認してください。

4



4. 交付申請

38



交付申請に移動1

「交付申請」をクリックしてください。

事業実施マニュアル動画視聴

39

事業実施マニュアル解説動画ページに移動2

「視聴はこちら」をクリックしてください。

動画視聴3

視聴するボタンをクリックすると画面上部に

動画再生されます。

視聴を終えたら、ページ下部「戻る」ボタン

をクリックしてください。

事業計画書・費用積算書の作成等、交付申
請時の主要事項について説明する動画となり
ますので、必ず最後まで視聴してください。



事業計画書に移動2

事業計画書欄の「提出はこちら」をクリックし
てください

交付申請に移動

メインページ「交付申請」をクリックしてく
ださい

事業計画書

40

1

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

事業計画書の内容確認

内容を確認し「一時保存」又は「提出内容を確
認する」をクリックしてください

入力欄には、公募申請時の「様式１_事業計画書」に記載いただいた内容がそのまま

転記されています。

申請時の内容に誤りがないか、また修正したい点がないかを確認してください。

一部、追加で回答を求める設問（事業実施スケジュール：事業着手日・終了予定日）が

ありますので、忘れずに回答してください。

タブタイトルをクリックすると別のタブに移動できます。すべてのタブを確認してください。

編集を一時中断する際は、ページ下部「一時保存」をクリックして編集内容を保存してください。

「一時保存」だけでは提出完了になりませんのでご注意ください。

3



事業計画書（続き）

41

提出完了

提出完了メッセージの画面がでれば提出完了です。

5

登録内容確認

事業計画書のすべての内容について改めて見直し、内容

に間違いがないことを確認してください。

修正がある場合は「戻る」をクリックし、修正します。

間違いがなければ「提出する」をクリックしてください。

4



費用積算書欄に移動

費用積算書欄の「提出はこちら」をクリック

してください。

交付申請に移動

メインページ「交付申請」をクリックしてく

ださい

費用積算書

42

事業者区分（課税区分）の確認

表示された事業者区分（課税区分）を確認し

てください。

✓ 120分以上画面操作をしなかった場合は、自動的にタイムアウトとなり、入力内容は保持されず、再
度操作が必要になります。随時[一時保存]ボタンをクリックして情報を保存して下さい。

1

ページ上部、基本情報箇所の「事業者区分」から、実施主体が消費税の課税事業者か、非課税
事業者かが正しく選択されているかを確認してください。
非課税事業者である場合、追加で「消費税処理例外対応誓約書」の提出が必要になります。
詳細は「事業実施マニュアル」を参照ください。

2

3

登録した経費内容の確認

公募申請の様式2で入力した費用積算書の各経費区
分・項目・金額が正しく反映されているか、明細
表で確認します。

4

✓ 見積書・契約書・請求書の宛名と金額が一致
✓ 支払先・支払日・支払方法が証憑と一致
✓ 補助対象期間内の発注・納品・支払



費用積算書 証憑書類

証憑書類提出画面移動

アップロードする証憑書類の種類の選択

提出する見積証憑の種類を確認のうえ、対象
証憑の「ファイルを選択」をクリックしてく
ださい。
証憑書類ごとに該当する行を選んでください。

補助対象経費の内容確認が終わったら、続いて見
積証憑の提出に進みます。
添付ボタンをクリックしてください。

証憑書類を選択

ファイル選択ポップアップで提出するファイルを
1つ選択し「開く」をクリックしてください。
1欄につき1ファイルのみアップロード可能です。
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1

2

3



費用積算書 証憑書類（続き）

証憑書類アップロード

アップロード確認

ポップアップが表示されますので、

「OK」をクリックしてください。

提出した書面に赤い「追加」ボタンが表示されま

すので、そのボタンをクリックしてください。

提出の手順の繰返

以上の手順２〜手順５を繰り返し、その経費に必

要な見積証憑をすべてアップロードしてください。
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5

6



費用積算書 証憑書類（続き）

証憑書類アップロード完了確認

証憑書類の一覧確認

提出ファイルの一覧が表示されます。

ファイル名を確認し、誤ったファイル（別経費の見

積書など）が混じっていないか確認してください。

問題なければ右下「登録する」をクリックしてくだ

さい。

その経費に必要な見積証憑がすべてアップロード

されたことを確認してください。

経費ごとに「採用見積書」と「相見積書又は選定

理由書」が必要です。完了後、右下「提出内容を

確認する」をクリックしてください。

証憑書類の提出確認

これで経費1つ分の提出が完了です。

誤ったファイルを上げた場合は「費用積算入力画

面に戻る」をクリックしてください。

前手順に戻り「変更」から差替えできます。
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7

8

9

証憑書類提出の繰返

提出が完了すると、その経費の「添付」欄が「有

り」と表示されます。

前手順までを繰り返し、すべての経費に必要な見

積証憑をもれなくアップロードしてください。
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費用積算書 消費税処理例外対応誓約書

事業者区分「非課税事業者等」の確認

「非課税事業者等」の分類の選択

「消費税を補助対象経費に含めてよい事業者」

の6つの分類のうち、実施主体がどれに該当する

かを選択してください。

詳細は「事業実施マニュアル」を参照してくだ

さい。

実施主体が「消費税を補助対象経費に含めてよい

事業者」に該当する場合、基本情報「事業者区

分」を「非課税事業者等」に選択し、表示される

「提出」ボタンをクリックしてください。

消費税処理例外対応誓約書の作成（システム外）

誓約書の雛形をダウンロードし、必要事項を記

入・押印後PDF化してください。

アップロードして右下「内容確認」をクリック

してください。
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内容の確認

提出完了

以上で消費税処理例外対応誓約書の提出は完了です。

内容に間違いないことを改めて確認し、「提出す

る」をクリックしてください。
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費用積算書 利益供与除外書

対象となる経費の提出ページに移動

支払先の企業情報を記載

支払先について実施主体との関係性など必要事項を

入力してください。

「利益等排除の考え方」を踏まえ、必要書類を「追

加提出書類」欄からアップロードしてください。記

入完了後、右下「内容確認」をクリックしてくださ

い。

詳細は「事業実施マニュアル」を参照してください。

利益等排除の対象となる経費の「利益供与対

象」欄を探し、「提出」をクリックしてくだ

さい。
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2

内容を確認

提出

以上で利益供与除外書の提出は完了です。

提出後は前手順の画面から「閲覧・印刷」で内容

確認可能です。

誤ったファイルを上げた場合は前手順に戻り「変

更」から差替えできます。

内容に間違いないことを確認し、「提出する」を

クリックしてください。
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費用積算書 提出

金額比率と経費内容を再確認

費用積算書の内容を確認

費用積算書の全内容を見直し、間違いがないか

確認してください。

修正がある場合は「戻る」をクリックしてくだ

さい。

問題なければ「提出する」をクリックしてくだ

さい。

ページ下部で計算上の補助額を確認してください。

補助対象外経費が計上されていないか再確認し、

チェックボックスを入れて「提出内容を確認す

る」をクリックしてください。

提出完了

以上で費用積算書の提出は完了です。
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